
内閣府 地方分権改革推進室

実践的アドバイス
～提案募集の実務と提案作成のポイント～
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＜実践的アドバイス＞提案募集の実務
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提案募集方式を活用するにあたり、
・提案団体による作業
・提案団体と内閣府のやり取り
が発生する主な時期と内容は次のとおり。

２月２日～３月27日 ①事前相談

２月２日～４月21日 ②本提案の提出（首長決裁が必要）
※事前相談を行わずに提出することも可能ですが、提案内容の充実のため事前相談をお願いします。

６月中旬～７月中旬 ③関係府省庁からの第１次回答に対する提案団体の見解を提出

※ 時期は「令和８年 地方分権改革に関する提案募集要項」に基づいた令和８年のスケジュールとなっております。
※ 要項の内容は、例年１月下旬～２月上旬に開催される地方分権改革有識者会議・提案募集検討専門部会合同会議におい
て審議の上、決定されます。

※ 上記以外にも、必要に応じて支障事例の深掘りや勉強のため内閣府からご連絡を差し上げる場合がございます。
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事前相談の連絡

制度所管部署等に相談して
も解決が難しい案件につい
て内閣府にメール・電話に
より連絡

※ 事前相談段階では首長の了解は不
要

※ 分権担当課からではなく事業担当
課からでも可

簡
易
相
談
は
、
年
間
を
通
じ
て

受
け
付
け
て
い
ま
す
。

事前相談の受付
事前相談の内容を確認
【内閣府の主な着眼点】

① 提案募集の対象であるか
② 支障事例や法令根拠の具
体性

③ 制度改正の必要性や効果
④ 制度所管部署等とのこれ
までの調整状況

⑤ 過去の提案における取扱
いとその後の状況変化

共同提案の検討

団体間で方向性等の調
整を行い、提案の提出
時に共同提案とするこ
とで、支障事例の解決
に結びつける

助言を踏まえた
記載内容の改善

内閣府とやり取りを重ね
ながら、事実関係やデー
タ、支障事例や論点を補
強し、提案段階まで内容
を改善・充実させる
※支障の具体的なデータ
（労力、費用、件数等）
があればより説得力のあ
る提案となる）

内閣府に頂いた
事前相談の情報共有

内閣府に提出された事前
相談を一斉通知・調査シ
ステムを用いて、地方公
共団体に情報提供し、共
同提案の意向を募る

提案団体に対する助言

各府省や団体との調整経
験を踏まえ、提案の支障
事例・論点を明確化し、
説得力を高めるための
データや記載の方向性に
ついて提案団体に助言

提案の提出

● 首長の了解を得て、
提案様式に記載し、内
閣府に提出
● 提案にあたっては、
同様の課題認識を有す
る他の地方公共団体等
との「共同提案」が可
能

提
案
の
受
付

期間(目安)

提案団体が地方分権改革に関する提案を行う前に、内閣府に事前相談を可能な限り行ってください。
事 前 相 談 提案の提出

提案までの流れ（役割分担）※令和８年予定
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事前相談をする前に、支障事例や
データを全て揃えていただく必要は
ありません
困りごと・解決の方向性が明確であ
れば、必要な情報は内閣府と相談し
ながら集めていくことができます

近隣自治体等と共同提案する
ことで、支障事例やデータが
集まりやすくなり、提案実現
の可能性が高まります。 内閣府とのやり取りを経て、

●提案の対象とならないと、半ば
あきらめていたもの
●支障事例が具体化できなかった
もの
が提案に至るケースもあります。



「追加共同提案」になると発生する作業は、必要に応じて、
追加の支障事例や各府省の第１次回答に対する見解を提出
し、提案実現に向けた情報提供が主となります。
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● 提案受付後の一定期間、提案募集における
「対象外」以外の提案について、各地方公
共団体へ追加共同提案の意向を照会します。

各府省への検討要請

● 内閣府が各府省に、地方からの提案に対する検討
及び回答を要請します。

● 重点事項は、最近の時宜にかなったテーマや、こ
れまでの地方分権改革の取組を加速・強化するもの、
専門部会での法的な視点からの専門的な調査・審議
に馴染むものなど様々な要素を勘案の上、決定しま
す。
● 重点事項となった提案は、その実現に向け、専門
部会が中心となって提案団体や各府省への聴き取り
等により調整を進めていきます。

提案団体に対する助言

各府省第１次ヒアリング

● 第１次回答を踏まえ、専門部会が地方か
らの提案に対する各府省の考えや検討状況
等を聴き取ります（提案団体も傍聴可）。

専門部会による「主な再検討の視点」の提示

●重点事項について、各府省ヒアリングの結
果や提案団体からの見解等を踏まえ、専門
部会として、各府省に対する指摘事項を提
示します。

期間(目安)

地方から受け付けた提案は、各府省への検討・回答要請を行うとともに、重点事項となった提案については、地方分権改革有
識者会議及び専門部会に諮られ、提案の実現に向けて提案団体や各府省との調整が重ねられます。

提案提出から実現までの流れ①（役割分担）
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追加共同提案の意向
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◯ 追加共同提案により、各地方公共団体の実情に基づく
様々な支障事例が集まり、提案の説得力が高まります。
◯ 追加共同提案への参画については、当該団体で提案への
かかわり具合（濃淡をつけた対応）は決定可
例１：様々な支障やデータを提出
例２：同様な支障がある団体として名を連ねる

関係府省庁の予算編成過程での対応を要するもの
については、以後は各府省庁内部での調整となる
ため、1次回答以降の作業は発生しません。

POINT

各府省庁の一次回答では、提案に対して、現行
規定の考え方に沿って後ろ向きな回答が来ること
が多いため、一次回答の内容に落ち込むことなく、
具体的な支障を組入れて反論を整理し、一次回答
に対する見解の回答を行うことが必要です。
そのために調査員も全力でサポートします。
また、支障の解決・解消に向け当初の提案内容

とは別の対応策を各府省側から提示されることも
あるため、提案の出口を変更することも可能です。
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各府省への
再検討要請

● 内閣府が各府省に、
提案団体等からの第
１次回答に対する見
解及び専門部会から
の「主な再検討の視
点」を踏まえた今後
の検討及び回答を各
府省に要請します。

事実確認・意向確認

● 各府省との折衝に
おいて、必要に応じ、
内閣府と提案団体と
の間で、事実確認や
資料提供等のやりと
りを行います。

対応方針（案）の
有識者会議了承

○ 各府省との調整を踏まえ、
「地方からの提案等に関する対
応方針（案）」をまとめます。
○ 法律改正事項については、一
括法等を次期通常国会に提出す
ることを基本とします。
法律改正以外の対応や引き続
き検討を進めるものについては、
各府省の対応状況を適切にフォ
ローアップしていきます。

最終的な調整結果を踏まえ、年末には「地方からの提案等に関する対応方針」が閣議決定され、これを受けて、一括法の制定
その他個別法の改正や政省令改正、通知発出等の取組が各府省において進められます。

提案提出から実現までの流れ②（役割分担）

12月
中下旬

各府省
第２次ヒアリング

● 第２次回答を踏まえ、
専門部会が各府省で
検討している対応方
針等について聴き取
りを行います（提案
団体も傍聴可）。

重点事項対象
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８月

一括法の制定その他
個別法の改正や政省
令改正、通知発出等

内
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提案成果の
活用

対応状況の
フォローアップ

● 政省令の改正、通知
等の対応状況について、
各府省に対し定期的に
調査を行い、有識者会
議に報告し、内閣府HP
において公表します。
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● 重点事項となった案件を中心に、提案実現に向けて更に詳細に
支障となっている事項等をお伺いします。

● ここで内閣府が支障や提案の趣旨を把握し、各府省に伝えるこ
とで、皆さまが抱えている支障の解決につなげることができます。

● お伺いする事項の例
・どのような事務負担がどの程度発生しているか
（約〇分×約〇件の事務処理など）
・各府省や分権室で検討した提案への措置について、それが実現
すれば支障が解決されるか 等
⇒内閣府からの問い合わせ等の質・量については、
・重点事項案件や各府省庁の反応が良くない提案
・各府省庁が当初から前向きな提案
等、提案に対する対応状況により変化します。いずれにしても、
支障やデータをしっかりと示すことが、課題解決の糸口となり
ます。

提案実現に向けた最後の正念場！
調査員も最後までサポートします！


